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外国法制・実務

ベトナム司法制度の概要

ＪＩＣＡ長期派遣専門家　
枝　川　充　志

国際協力部教官　
黒　木　宏　太1

ベトナムでは，１９８６年にドイモイ（刷新）政策が採用され，それまでの社会主義計
画経済に代わり市場経済が導入された。しかし，市場経済への移行のためには，それを支
えるための新たな法制度を整備しなければならなかった。そこで，ベトナムは，我が国に
対し，市場経済化に向けた法整備支援の要請をした。

法務省は，この要請に応じて，１９９４年，ベトナムの司法関係者を国内に招いて研修
を実施し，１９９６年には，ＪＩＣＡ（当時の特殊法人国際協力事業団，現在の独立行政
法人国際協力機構）による法整備支援プロジェクトがスタートした。法務省及びＪＩＣＡ
は，それ以降，ベトナムに対する法整備支援を続けており，法務省及びＪＩＣＡの民商事
法分野における支援としてはベトナムに対する法整備支援が最も古いものである。

そして，２０２１年１月，ベトナムに対する新たな法整備支援プロジェクトとして，
法・司法改革の促進と国家の国際競争力の強化に寄与するため，ベトナムの法規範文書制
度の質及びその効果的な執行が国際標準に照らして向上することを目的として，「法整
備・執行の質及び効率性向上プロジェクト」がスタートした。その期間は２０２１年１月
から２０２５年１２月までである。

本稿は，上記プロジェクトのスタートを契機として，これまでのベトナムにおける法整
備支援の状況を踏まえて，改めてベトナムの基礎知識を含めて統治機構や司法制度につい
て，紹介するものである2。

１　ベトナムの統治機構の概要

⑴　はじめに
ベトナムの統治機構は，共産党による一党支配の下，「民主集中制の原理」と「権

限分配の原理」を統治の基本原理としている。この原理の下，ベトナムでは，すべて
の国家権力は人民に帰属し（２０１３年憲法3２条２項），人民の代表機関である国会
が人民の最高の代表機関・国家権力機関として，国の活動に対する最高の監察を行う
（６９条）。

1  本稿のうち意見に渉る部分は筆者らの私見であり，筆者らの所属する団体や組織の見解でないことを申し添える。
2  司法制度の概観を紹介したものとしては，伊藤文規「ベトナムの統治機構，司法制度の概観」（ＩＣＤＮＥＷＳ第
２８号（２００６．９））４頁がある。本稿は，その後の変化や情報の蓄積を踏まえて，司法制度を中心にこれをアップ
デートしたものである。

3  以下，特に断りがない限りは，（　　）内で引用する憲法は，２０１３年１１月２８日に国会で可決された２０１３
年憲法を指す。訳は「ＪＩＣＡベトナム六法」による。https://www.jica.go.jp/project/vietnam/021/legal/index.html
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その上で，国家主席，政府，最高人民裁判所長官，最高人民検察院長官，国家会計
検査院長官は，それぞれ国会に対して責任を負う統治構造となっている（８７条２
文，９４条２文，１０５条２項，１０８条２項，１１８条２項２文）。国会が有する
国家権力は統一されており，立法権・法執行権・司法権の各権限は，各国家機関に配
分され協同・抑制される関係にある（２条３項）。

以下では，司法制度に関する範囲で各国家機関を概観する。
⑵　国会（憲法第Ｖ章）

ベトナムは，いわゆる社会主義モデルと呼ばれる統治機構であり，上述のとおり共
産党一党支配の下での統治の基本原則を採用している。こうした基本原則の下，人民
の代表機関である国会がある。既述のとおり国会は全ての権力の源泉とされ，立法権
のみならず，憲法制定権力，内政，外交から社会経済問題，国防など一切の国事に対
する基本的政策の決定権を有している（民主集中原則（８条１項））。

国会は一院制で，定員上限は５００人である（国会組織法4２３条）。２０２１年５
月２３日に行われた第１５期（２０２１年から２０２６年任期）国会議員選挙では
４９９人が当選した。国家選挙評議会によれば5，当選者のうち，女性は１５１人
（３０．２６％），少数民族が８９人（１７．８４％）とされている。またベトナムで
は，国会議員は専従議員と兼任議員と区別されるが，第１５期では専従議員が
３８．６％を占めるにいたったとされ，この割合は，第１１期の２３．９％，第１２期
の２９．２１％，第１３期の３１％，第１４期の３３．８％と，期を経るごとに徐々に
増えてきている。

⑶　国家主席（憲法第Ⅵ章）
憲法上，国家主席は国家元首であり，対外及び対内的にベトナム社会主義共和国を

代表している（８６条）。国家元首は国会議員の中から選出され，その任期は国会の
任期に準じている（８７条）

⑷　政府（憲法第Ⅶ章）
上記民主集中原理の下では，チェックアンドバランスを主たる目的とした三権分立

とは異なり，司法府及び行政府を含む全ての国家機関は国会の下位に位置づけられ，
単に権限の一部を分配され執行しているにすぎないと解されている（権限分配の原
理）。こうした構造の中，政府は国会の執行機関であり，最高の国家行政機関でもあ
ると位置づけられている（９４条）。

⑸　人民裁判所と人民検察院（憲法第Ⅷ章）
最高人民裁判所及び最高人民検察院は，１９９２年憲法では同一の条文に規定さ

れ，一般に両者共に司法機関に属すると理解されていた。しかし１９９２年憲法で
は，明文上，「司法（tư pháp）」という言葉が使用されていないなど，三権分立制度を

4  ５７／２０１４／ＱＨ１３（「ＱＨ」は「QUỐC HỘI」の略で「国会」を意味する。）。訳については「ＪＩＣＡベト
ナム六法」参照。

5  国家選挙評議会のＨＰ「https://hoidongbaucu.quochoi.vn/tintuc/pages/chi-tiet.aspx?ItemID=11731」参照（２０２１年１２
月９日閲覧）。
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持たないベトナムにおいては，その概念を認めるかについては争いがあった。
２０１３年憲法では，人民裁判所は司法権を行使することが明記され（１０２条），

司法活動を検察することを任務とする人民検察院とは区別された。しかし司法権の意
義等については依然として明らかではないとされている。

⑹　人民評議会と人民委員会（憲法Ⅸ章）
人民評議会は「地方における国の権力機関であり，人民の意思，願望及び主人権6

を代表し，地方人民により選出され，地方人民及び上級の国の機関に対し責任を負
う。」（１１３条１項）機関であり，地方議会としての役割を持つ。

また，人民委員会は，人民評議会により選出された委員長，副委員長及び委員で構
成される，人民評議会の執行機関であり（１１４条１項），地方行政機関としての役
割を持つ。

なお，各地方には，司法局，財政局といった，我が国の地方支分部局に相当する機
関も置かれている。これらは中央省庁の指導監督を受けるが，人民委員会の一部局で
もある。ベトナムの行政機関は，取扱事務の分類を縦軸とし，地方政権を横軸とした
複雑な関係にある。

⑺　共産党
２０１３年憲法においては，党組織は「憲法と法令の枠内」で活動するとされてい

るものの，「国家と社会の指導勢力」であり，「人民と密接に結びつき，人民に奉仕
し，人民の監察を受け，自らの各決定につき人民に責任を負う」とされている（憲法
４条）。こうした「指導勢力」としての位置づけから，国家機関における幹部の多く
を党員が占め，指導的幹部になる条件として党の影響下にある政治学校7での政治教
育が義務づけられていたり，国家機関には党の意向が反映される党委員会が設置され
ている。人事面でも，共産党の幹部が国家機関の要職に据えられ各ポストを歴任する
という構造がある。大臣クラス以上は，共産党の中央執行委員会のメンバーや国会議
員を兼ねる者が多く，官職よりも党の役職が重視されることも多い。

共産党の中央レベルの党組織は，最高機関である①「全国共産党代表者大会」（５
年ごとに開催。），②前記党大会で選出される党中央委員からなる「中央執行委員会」
（２００人（正規委員１８０人，補欠委員２０人），概ね半年ごとに開催。），③中央
執行委員会で選出される「政治局」（１８人，党書記長を含む。），④「書記局」（１１
人，党書記長を含む。），⑤党中央事務局及び同各委員会で構成される。

①党大会は国家運営・党活動の総括と基本方針の提起を行う最高指導機関であり，
②中央執行委員会は党大会会期の間，党大会に代わる共産党の指導機関である。③政
治局は党の政策・指針，人事等の決定，④書記局は党の日常活動の指導・調整を行

6  「主人権」と訳したベトナム語は「quyền làm chủ」である。直訳すると「主人の権利」である。英訳では，“people’s 
mastery”や“people’s right as masters”などと訳されている。

7  たとえば「ホーチミン国家政治学院」（Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh）がある。同学院は，中央執行委員会
に直属し，政治局と書記局の指導を受ける党機関である。同学院の研修受講は，地方を含む公的機関の課長級に就く者
全員に求められているとされる。
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う。⑤党中央事務局等は，②・③・④に対し助言・補佐を行う。
共産党内の序列は書記長（現在はグエン・フー・チョン氏），国家主席（グエン・

スアン・フック氏），首相（ファム・ミン・チン氏），国会議長（ブオン・ディン・フ
エ氏）の順となっており，国家主席，首相，国会議長はいずれも政治局員である。書
記長，国家主席，首相，国家議長の４人は「四柱」又は「トップ４」と呼称される。
なお，現在，最高人民裁判所長官を務めるグエン・ホア・ビン氏は政治局員である。

以上のように，国家権力機関の背後に，書記長をトップとする政治局からなる意思
決定機関が存在し，少数の共産党上層部による集団指導体制が敷かれている8。

ベトナム統治機構図（作成：筆者ら）9

２　裁判所の種類

ベトナムの裁判制度は審級制を採用しており，最高人民裁判所，高級人民裁判所，省・
中央直轄市10人民裁判所（以下「省級人民裁判所」という。），県・区・市社・省所属市及
び同等の人民裁判所（以下「県級裁判所」という。）の四段階に分かれている。その他
に，特別の裁判所として軍事裁判所がある（人民裁判所組織法３条。以下「裁判所法11」
という。）

8  なお，共産党員の総数は，２０２１年１月時点の発表では５１０万人とされ（https://daihoidang.vn/ トップページにお
ける「Số lượng đảng viên: 5.100.000」との記載より。２０２１年１２月９日閲覧。），これは人口約９７６２万人（日本
外務省ＨＰが引用する「２０２０年，越統計総局」の数字）のうち約５％に相当する。

9  前掲注２のＩＣＤＮＥＷＳ２８号２１頁の図を踏まえ，２０１４年人民裁判所組織法（６２／２０１４／ＱＨ１３）
及び２０１４年人民検察院組織法（６３／２０１４／ＱＨ１３）を反映した限りのものである。

10  中央直轄市は，ハノイ市，ハイフォン市，ダナン市，ホーチミン市，カントー市を指す。
11  以下，特に断りがない限り，引用している裁判所法は，２０１４年１１月２４日に国会で可決された裁判所法（６２
／２０１４／ＱＨ１３）を指す。訳語は「ＪＩＣＡベトナム六法」による。
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⑴　審級制度（二審制，監督審・再審）
ベトナムでは二審制が採用されており，控訴審の判決・決定は言渡しの日から法的

効力を有する（裁判所法６条１項，民訴法12３１３条６項など）。なお，ベトナム法
では判決が“確定する”という表現ではなく，判決が“法的効力を有する”（có hiệu 

lực pháp luật）と表現される。
法的効力が生じた判決・決定に，法律違反等や新しい事情が発見された場合，これ

を再検討する手続として監督審・再審という制度が存在する（裁判所法６条２項，後
記６⑵にて補足。）。

⑵　人民裁判所の種類
ア　最高人民裁判所

最高人民裁判所の組織機構は，
⒤　最高人民裁判所裁判官評議会（１３名～１７名）
ⅱ　事務補佐機構（①事務局，②計画財政局，③刑事・行政監査検査部（第一監

査検査部），④民事・経営商事監査検査部（第二監査検査部），⑤労働・家庭・
未成年者監査検査部（第三監査検査部），⑥法制・科学管理部，⑦監査委員
会，⑧組織・人事部，⑨総務部，⑩国際協力部，⑪褒章部，⑫南部事業担当
部，⑬正義新聞，⑭人民裁判所雑誌）13

ⅲ　養成・研修施設（裁判所学院14）
からなる（裁判所法２１条１項，２２条，２４条，２５条）。最高人民裁判所は，
長官，副長官，最高人民裁判所判事，審査官（９３条），裁判所書記官（９２条），
その他公務員，準公務員及び労働者を有する（２１条２項）。

最高人民裁判所は，最高人民裁判所裁判官評議会により構成されるベトナムの最

12  以下，特に断りがない限り，引用している民事訴訟法は，２０１５年１１月２５日に国会で可決された民事訴訟法
（９２／２０１５／ＱＨ１３）を指す。訳語は「ＪＩＣＡベトナム六法」による。

13  ２０１５年６月２３日付「最高人民裁判所の事務補佐機構における各部門の組織機構，任務，権限に関する最高人民
裁判所決定」（９１８／２０１５／ＱＤ－ＴＡＮＤＴＣ（「ＱＤ」は「QUYẾT ĐỊNH」の略で「決定」を意味し，「ＴＡ
ＮＤＴＣ」は「TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO」の略で「最高人民裁判所」を意味する。）参照。

  参考までに，各部署のベトナム語の名称は，順に，次のとおりである。① Văn phòng, ② Cục Kế hoạch - Tài chính, ③
Vụ Giám đốc, kiểm tra về hình sự, hành chính (Vụ Giám đốc kiểm tra I), ④ Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh - thương 
mại (Vụ Giám đốc kiểm tra II), ⑤ Vụ Giám đốc, kiểm tra về lao động, gia đình và người chưa thành niên (Vụ Giám đốc kiểm tra 
III), ⑥ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, ⑦ Ban Thanh tra, ⑧ Vụ Tổ chức - Cán bộ, ⑨ Vụ Tổng hợp, ⑩ Vụ Hợp tác quốc tế, ⑪
Vụ Thi đua - Khen thưởng, ⑫ Vụ Công tác phía Nam

  日本語訳では，「Vụ」（部）と「Cục」（局）を区別せず，一律に「局」と訳すことがあるが，ここではベトナム語に
忠実に訳出した。この違いは，確認できる限りでは，「Vụ」（部）と「Cục」（局）は同じレベルであるが，規模が異な
り，「Cục」（局）には独自の印鑑と口座があるため，財務と権限の観点から区部されており，「Cục」（局）の方が独立
しているとされている。

14  前身の「裁判官養成学校」はＫＯＩＣＡ（韓国国際協力団）の支援によって建設され，２０１５年７月３０日付首相
決定１１９１／ＱＤ－ＴＴｇ（「ＴＴｇ」は「THỦ TƯỚNG」の略で「首相」を意味する。）により，同校の機能任務等
を承継した上で，「裁判所学院（Học viện Tòa Án）」と名称変更されている。裁判所学院では，既に任官している裁判官
の継続研修や裁判所職員の研修，新任裁判官の研修，養成を行っている。２０１６年からは大学教育も実施している。

  なお，司法省が管轄している「司法学院（Học viện Tư Pháp）」が別に存在しており，従前，裁判官養成教育も行って
いたが，裁判所学院によれば，その機能は完全に同院に移行しているとのことである。

  参考までに，ＫＯＩＣＡによる裁判所学院を含む最高人民裁判所に対する協力プロジェクトは２００８年から開始さ
れ，フェーズ１「裁判官養成学校改善プロジェクト」（２００８年から２０１２年），フェーズ２「裁判官養成学校能力
強化プロジェクト」（２０１３年から２０１７年），フォローアップ期間を経て，フェーズ３「人民裁判所の透明性及び
審理の質改善プロジェクト」（２０１９年から２０２３年）を行っている。最近のＫＯＩＣＡの協力概要については，
投稿時点の内容であるが，拙稿（枝川）「主要な開発援助機関等による対ベトナム法司法協力の概要」（ＩＣＤＮＥＷＳ
第８４号（２０２０．９））８頁参照。
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高審理機関である（憲法１０４条１項，裁判所法２０条）。最高人民裁判所は，既
に法的効力が生じている判決・決定につき異議が申し立てられた事件について，監
督審・再審を担当する（裁判所法２０条１項）。また，各裁判所の審理を監督する
ほか（憲法１０４条２項，裁判所法２０条２項），審理における法令の統一的な適
用を保障するため，法規範文書である議決を発行する事務や司法行政事務も担当す
る（憲法１０４条３項，裁判所法２０条３項）。

最高人民裁判所裁判官評議会は，最高人民裁判所の裁判官５人又は裁判官全員に
より構成される裁判15合議体により，監督審・再審を審理する（裁判所法２３条）。

参考までに，上述の最高人民裁判所の事務補佐機構を日本の最高裁にあわせて比
較を試みると，①日本の最高裁事務総局的なものとして「事務局」「計画財政局」
「監査委員会」「組織・人事部」「総務部」「国際協力部」「褒章部」「南部事業担当
部」「正義新聞」「人民裁判所雑誌」，②日本の司法研修所及び裁判所職員総合研修
所（いずれも研究担当）的なものであり，判例を扱う部署として「法制・科学管理
部」（従前の審理科学研究所），③日本の最高裁調査官室的なものとして「刑事・行
政監査検査部（第一監査検査部）」「民事・経営商事監査検査部（第二監査検査部）」
「労働・家庭・未成年者監査検査部（第三監査検査部）」と整理されうる。また，
④日本の司法研修所及び裁判所職員総合研修所（いずれも研修担当）的なものとし
て，養成・研修施設の「裁判所学院」がある。

２０１９年６月３０日時点で，最高人民裁判所裁判官は１７名16である。また，
書記官及び審査官は合計３８７名である。

15  「裁判合議体」と訳したベトナム語は「Hội đồng xét xử」である。「審理合議体」と訳されることがある。
16  ２０２１年１２月９日現在（最高人民裁判所ＨＰ閲覧日），１６名（男性１４名，女性２名）となっている。

【写真１】　 最高人民裁判所の模型 

（全体写真）
【写真２】　 最高人民裁判所 

（従来からある建物）
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【写真３】　 最高人民裁判所 

（新設された建物）17 

【写真４】　 従来からある建物（写真２）
が「国家遺跡」であることの
表示18 

イ　高級人民裁判所
２０１４年の人民裁判所組織法の改正により，ハノイ市19，ダナン市20及びホーチ

ミン市21に３つの高級人民裁判所が設置されている。
高級人民裁判所の組織機構は，
⒤　高級人民裁判所裁判官委員会（裁判官１１名から１３名）
ⅱ　刑事法廷，民事法廷，行政法廷，経済法廷，労働法廷，家庭・未成年者法廷
ⅲ　事務補佐機構（事務局他）

からなる（裁判所法３０条，３１条）。高級人民裁判所は，長官，副長官，裁判
長22，副裁判長，裁判官，審査官，裁判所書記官，その他公務員及び労働者を有す
る。

高級人民裁判所は，前述のとおり，２０１４年人民裁判所組織法により新たに設
置された23。従前は最高人民裁判所内に控訴審法廷が設けられており，現行制度で
の最高人民裁判所裁判官に相当する役職を含めて，約１１０名もの「最高人民裁判
所裁判官」が存在していた。しかし，最高人民裁判所を法の統一的適用の保障とい

17  ２０２０年１０月２８日に開所式が行われた。
18  ２０１９年１２月１３日に写真２は国家遺跡に指定された。
19  ハノイ市における高級人民裁判所は，ハノイ市，ハイフォン市，ホアビン省，フート省，トュエンクアン省，ハザン
省，タイグエン省，カオバン省，バッカン省，ラオカイ省，イエンバイ省，ランソン省，ソンラ省，ライチャウ省，
ディエンビエン省，ビンフック省，フンイエン省，ハイズオン省，バクニン省，バクザン省，ハナム省，クアンニン
省，タイビン省，ナムディン省，ニンビン省，タインホア省，ゲアン省，ハティン省からなる北部及び北中部の２８
省・中央直轄市において土地管轄を有する。

20  ダナン市における高級人民裁判所は，ダナン市，クアンビン省，クアンチ省，トゥア・ティエン・フエ省，クアンナ
ム省，クアンガイ省，ビンディン省，フーイエン省，カインホア省，ザーライ省，コントゥム省，ダクラク省からなる
中部及び西高原における１２省・中央直轄市において土地管轄を有する。

21  ホーチミン市における高級人民裁判所は，ホーチミン市，カントー市，ビントゥアン省，ニントゥアン省，ドンナイ
省，バリア・ブンタウ省，ビンズオン省，ビンフオック省，ロンアン省，タイニン省，ダクノン省，ラムドン省，ハウ
ザン省，ドンタップ省，ティエンザン省，ベンチェ省，チャビン省，ビンロン省，ソクチャン省，バクリエウ省，カマ
ウ省，アンザン省，キエンザン省からなる南部の２３省・中央直轄市において土地管轄を有する。

22  各法廷のトップである者を指す。我が国の部総括判事に近い概念と思われる。
23  高級人民裁判所の設立については，「ベトナム新裁判所法，検察院法，企業法，投資法及び民事判決執行法の概要」
（ＩＣＤＮＥＷＳ第６３号（２０１５．６））１７５頁参照。



ICD NEWS　第89号（2021.12） 13

う任務に集中させるため，控訴審法廷部門を下級裁判所として独立させた。
上記構成からなる高級人民裁判所は，①控訴審（第一審である省級人民裁判所の

第一審判決・決定につき，控訴・異議申立てがされた事件の控訴審），②監督審・
再審（省級人民裁判所及び県級人民裁判所の法的効力を生じた判決・決定につき，
異議申立てがされたものの監督審・再審）である（裁判所法２９条）。

高級人民裁判所裁判官委員会は，高級人民裁判所裁判官委員会の裁判官３人又は
全員により構成される裁判合議体により監督審・再審を審理する（裁判所法３２
条）。高級人民裁判所の専門法廷は，未だ法的効力を生じていない省級人民裁判所
の判決・決定の控訴審を行う（裁判所法３３条）。

２０１９年６月３０日時点で，高級人民裁判所の裁判官は９８名である。また，
書記官及び審査官は合計２０７名である。

ウ　省級人民裁判所（５８省及び５中央直轄市）
省級人民裁判所は，
⒤　裁判官委員会（裁判官委員会の構成員数は，省級人民裁判所長官の提議によ

り最高人民裁判所長官が決定する。）
ⅱ　刑事法廷，民事法廷，行政法廷，経済法廷，労働法廷，家庭・未成年者法廷
ⅲ　事務補佐機構（事務局他）

からなる（裁判所法３８条１項）。省級人民裁判所は，長官，副長官，裁判長，副
裁判長，裁判官，審査官，裁判所書記官，その他公務員及び労働者を有する（裁判
所法３８条２項）。

上記構成からなる省級人民裁判所は，①第一審（一定の複雑重大な刑事・民事・
経済・労働・行政及び家庭・未成年者事件について，第一審24），②控訴審（第一
審である県級人民裁判所の第一審判決・決定につき，控訴・異議申立てがされた事
件の控訴審），③再検査担当（県級人民裁判所の法的効力を生じた判決・決定を検
査し，訴訟法の規定による法令違反がある又は新たな事情があることを発見したと
きは，高級人民裁判所長官，最高人民裁判所長官に検討，異議申立てを建議する）
である（裁判所法３７条）。

２０１９年６月３０日時点で，省級人民裁判所の裁判官は１，１４５名である。
また，書記官及び審査官は合計２，２３８名である。

エ　県・区・市社・省所属市及び同等の人民裁判所（７１０か所25）
県・区・市社・省所属市及び同等の人民裁判所は，⒤刑事，民事，家庭・未成年

24  第一審をどの裁判所で行うかの詳細は，各訴訟法の定めに従う。民事訴訟法３５条以下，刑事訴訟法２６８条以下，
行政訴訟法３１条以下を参照のこと。

   以下，特に断りがない限り，引用している行政訴訟法は，２０１５年１１月２５日に国会で可決された行政訴訟法
（９３／２０１５／ＱＨ１３）を指す。

   以下，特に断りがない限り，引用している刑事訴訟法は，２０１５年１１月２７日に国会で可決された刑事訴訟法
（１０１／２０１５／ＱＨ１３）を指す。翻訳については「ＪＩＣＡベトナム六法」参照のこと。なおその後，施行ま
では技術上の問題が発見され，一定期間及び手続を要している。この点については，松尾宣宏「ベトナム２０１５年刑
事訴訟法の概要」（ＩＣＤＮＥＷＳ第７９号（２０１９．６））４３頁注３参照のこと。

25  ２０１９年１０月現在。
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者，行政処分の各専門法廷を置くことができ，ⅱ事務補佐機構がある（裁判所法
４５条）。

県級人民裁判所は，最下級の裁判所であり，上記ウ①で記載した事件以外の事件
について原則的に第一審管轄権を有する（裁判所法４４条）。

２０１９年６月３０日時点で，県級人民裁判所の裁判官は４，６８８名である。
なお，書記官及び審査官は合計４，５３６名である。

オ　事件数の推移
一定期間（２００４年度26，２０１５年度27，２０１９年度28）ごとの，一審，控訴

審，監督審・再審の事件受理数の推移は以下のとおりである。司法改革29期間に該
当する約１５年で受理事件数の総計は約２．７５倍に増加している。なかでも商事
経営事件は約１３倍近い増加率となっている。

26  ２００４年度は，２００４年１０月から２００５年８月末までの統計である。最高人民裁判所から，当時のＪＩＣＡ
プロジェクト専門家が入手した，２００５年後期国会に提出された報告書に基づく統計である。

27  ２０１５年度は，２０１５年１０月から２０１６年９月末までの統計である。最高人民裁判所から，当時のＪＩＣＡ
プロジェクト専門家が入手した資料に基づく。

28  ２０１９年度は，２０１９年１０月から２０２０年９月末までの統計である。最高人民裁判所から入手した資料に基
づく。

29  ２００５年６月２日付「２０２０年までの司法改革戦略に関する政治局４９号議決」（４９―ＮＱ／ＴＷ（「ＮＱ」は
「NGHỊ QUYẾT」の略であり「議決」又は「決議」と訳される。「ＴＷ」は「TRUNG ƯƠNG」の略であり「中央」を
意味する。「Ư」が「W」に変換されている。）による２００５年～２０２０年までの司法改革戦略。“４９号政治局議
決”と呼称される。



ICD NEWS　第89号（2021.12） 15

事件の種類／審級
２００４年度 ２０１５年度 ２０１９年度
受理事件数 受理事件数 受理事件数

1 刑事
一審 50,890 65,791 73,986
控訴審 12,830 15,572 15,399
監督審、再審 228 166 341

合計 63,948 81,529 89,726
2 民事

一審 63,837 113,092 168,099
控訴審 11,760 10,994 13,584
監督審、再審 340 573 695

合計 75,937 124,659 182,378
3 婚姻家族

一審 61,534 206,812 263,102
控訴審 2,880 2,494 2,446
監督審、再審 306 67 107

合計 64,720 209,373 265,655
4 商事経営

一審 1,220 16,022 17,521
控訴審 208 1,389 1,570
監督審、再審 4 182 165

合計 1,432 17,593 19,256
5 労働

一審 769 7,428 3,674
控訴審 170 371 372
監督審、再審 5 25 21

合計 944 7,824 4,067
6 行政

一審 741 4,933 9,602
控訴審 486 1,701 2,755
監督審、再審 21 74 113

合計 1,248 6,708 12,470
総計 208,229 447,686 573,552

受理事件数の推移（作成：筆者ら）

⑶　特別裁判所
特別裁判所として軍事裁判所がある。軍事裁判所は，中央軍事裁判所，軍区及び同

等の軍事裁判所，区域軍事裁判所がある（裁判所法４９条，５０条）。各軍事裁判所
は軍隊単位であり，管轄に属する各事件30を審理する職務を実施する。

30  軍事裁判所が管轄する事件は被告人が現役の軍人である刑事事件などである。
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（参照：最高人民裁判所　７０年の歩みと発展（１９４５年９月１３日－２０１５年９月１３日）２０１５年，３５６頁）

ベトナム人民裁判所機構図（２０１４年人民裁判所組織法に基づく）（作成：枝川）

３　裁判官の採用制度の概要

⑴　裁判官等の人数
人民裁判所の裁判官は，最高人民裁判所裁判官，高級裁判官，中級裁判官，初級裁

判官からなる。最高人民裁判所には最高人民裁判所裁判官，高級人民裁判所には高級
裁判官，省級人民裁判所には高級裁判官・中級裁判官・初級裁判官，県級人民裁判所
には中級裁判官・初級裁判官が，それぞれ置かれる（裁判所法６６条）

最高人民裁判所の２０１９年時点の報告によれば，人民裁判所の総定員数は
１５，２３７人とされ，２０１９年６月３０日時点で，裁判官は５，９４８人（最高
１７名，高級９８名，省級１，１４５名，県級４，６８８名）となっており，審査官及
び書記官が全体で７，３６８人，その他の職員は全体で５９１人，総計で１３，９０７
人となっている。総定員数より１，３３０人の不足がある。

⑵　任命権限
最高人民裁判所長官の任命権は国会が有する（憲法７０条７項，なお，同８８条３

項，裁判所法２６条１項）。他の最高人民裁判所裁判官の任命権は国家主席が有して
おり（憲法８８条３項，裁判所法７２条），候補者名簿については最高人民裁判所長
官が委員長を務める国家裁判官選抜・監察評議会（裁判所法７０条，７１条）が作成
する。
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法廷 

民事
法廷 

行政
法廷 

経済
法廷 

労働
法廷 

家庭・未成年者法廷 

事務補佐機構 

 

裁判官委員会 

事務補佐機構 

 

県 ,区 ,市社 ,省所属市人民裁判所 
行政処分法廷 

事務補佐機構 

 

刑事
法廷 

民事
法廷 

行政
法廷 

経済
法廷 

労働
法廷 

家庭・未成年者法廷 

刑事
法廷 

民事
法廷 

家庭・未成年者法廷 
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⑶　資格要件及び養成制度
各級の裁判官の資格要件として，法学士以上の学位を有すること等（裁判所法６７

条）に加え，大要，下表のとおりの法令業務経験が要求される（以下，引用法令は裁
判所法である。詳細は同法を確認願いたい。）。

種類（６６条） 任命に必要な経験等（６８条，６９条） 裁判所（６６条）

最高人民裁判所裁判官

ａ）満５年以上，高級裁判官であった。
ｂ）訴訟法の規定に基づき最高人民裁判所の管轄に属す

る諸事件を審理し，その他の諸事案を解決する能力を
有する。

※ただし，裁判所業務をしたことがなくとも，高官経験
者・法令の専門家等の例外あり。

最高人民裁判所

高級裁判官

ａ）満５年以上，中級裁判官であった。
ｂ）訴訟法の規定に基づき高級裁判所，中央軍事裁判所

の管轄に属する諸事件を審理し，その他の諸事案を解
決する能力を有する。

ｃ）高級裁判官への昇級試験に合格した。
※ただし，ａ）につき，人事上の必要性がある場合に

は，中級裁判官でないものであっても，１８年以上，
法令業務に従事した期間があれば，任命可能。

高級人民裁判所
省級人民裁判所

中級裁判官

ａ）満５年以上，初級裁判官であった。
ｂ）訴訟法の規定に基づき裁判所の管轄に属する諸事件

を審理し，その他の諸事案を解決する能力を有する。
ｃ）中級裁判官への昇級試験に合格した。
※ただし，ａ）につき，人事上の必要性がある場合に

は，初級裁判官でないものであっても１３年以上，法
令業務に従事した期間があれば，任命可能。

省級人民裁判所
県級人民裁判所

初級裁判官

ａ）５年以上，法令業務に従事した期間がある（※書記
官等）。

ｂ）訴訟法の規定に基づき裁判所の管轄に属する諸事件
を審理し，その他の諸事案を解決する能力を有する。

ｃ）初級裁判官選抜試験に合格した。

省級人民裁判所
県級人民裁判所

資格要件等（作成：筆者ら）

⑷　任期
各裁判官の最初の任期は５年である。再任された又は異なる等級の裁判官に任命さ

れた場合，次の任期は１０年である（裁判所法７４条）。
⑸　異動

最高人民裁判所長官の決定により，土地管轄の範囲外に異動することがある。ま
た，省級人民裁判所長官の決定により，土地管轄の範囲内の異動をすることがある
（裁判所法７８条）。
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⑹　裁判官の独立31

参考までに裁判官の独立について，憲法上，「裁判官，参審員は，独立して法令に
のみ従って審理する；機関・組織・個人が，裁判官，参審員の審理に干渉することを
厳禁する。」（１０３条２項，裁判所法９条）とされている。民訴法では１２条，行訴
法では１３条，刑訴法では２３条に規定されている。

４　民事訴訟手続の概要32 33

⑴　別紙の図を参考にされたい。
⑵　おおよその流れは以下のとおりである。

①　原告は，管轄のある人民裁判所に，書類及び証拠を添付した訴状を提出する（民
訴法１９０条）（以下，断りがない限り，引用条文は同法を指す。なお，同条１項
ｃ号においては，裁判所の電子ポータルサイトの電子形式でオンライン送信（あれ
ば）と規定されている34。）35。

②　裁判所は，訴状を受領した後，裁判所長官は訴状を検討する裁判官（以下「訴状
裁判官」という。）を１名指名する（１９１条２項）。

③　訴状裁判官は，法定の記載事項が含まれていない場合には，訴状を補正，補足す
るためにその旨を原告に必要な事項を明記した文書で通知する（１９３条１項）。
訴状裁判官が訴状，添付資料及び証拠を受領した後，当該事件がその管轄下にある
と判断した場合には，訴状裁判官は，原告に対し，訴訟費用の前金の納付を通知す
る（１９５条１項）。訴訟費用の前金の支払がされた後に，訴状裁判官は，正式に
当該事件を受理する（同３項）。

④　訴状裁判官の事件受理報告に基づき，裁判所長官は，公平性，客観性，無作為性
に配慮しつつ，事件を解決する裁判官（以下，単に「裁判官」という。）を指名す
る（１９７条１項）。

⑤　和解前置主義が採用されており，原則として，裁判所36は審理に入る前に，証拠
の提出，入手，開示の検査会議期日及び当事者間の和解期日を開く（２０５条，

31  ２０１８年７月４日付「裁判官職務倫理規程集（BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ CỦA THẨM PHÁN）」（８７ /
ＱＤ－ＨＤＴＣ（「ＨＤＴＣ」は「HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN GIÁM SÁT THẨM PHÁN QUỐC GIA」の略であり「国家
裁判官選抜・監察評議会」（裁判所法７０条参照）を意味する。））が制定されている。なお，「BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC 
VÀ ỨNG XỬ CỦA THẨM PHÁN」は文字どおり訳すと「裁判官の倫理及び適切対応規程集」といった訳になる。

32  西村あさひ法律事務所編「ベトナムのビジネス法務［第２版］」３２８頁以下にて，分かりやすく整理されている。
なお，刑事訴訟手続については前掲松尾「ベトナム２０１５年刑事訴訟法の概要」の４３頁以下参照。

33  ベトナムの訴訟手続では，事件は，民事，婚姻家族，経営商事，労働，行政，刑事に分類される。このうち民事訴訟
法では，「民事，婚姻家族，経営商事，労働」を扱う。

34  最高人民裁判所によれば，導入されたもののあまり利用されておらず，手続を定めた最高裁判所裁判官評議会による
２０１６年１２月３０日付「電子手段による訴状，資料，証書の受領・送付，及び訴訟文書の発給・送達・通知に関す
る民事訴訟法９２／２０１５／ＱＨ１３及び行政訴訟法９３／２０１５／ＱＨ１３の諸規定の施行案内に関する最高人
民裁判所裁判官評議会議決（０４／２０１６／ＮＱ－ＨＤＴＰ）（「ＨＤＴＰ」は「HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO」の略であり「最高人民裁判所裁判官評議会」を意味する。）の改訂が検討されている由である。

35  「裁判所による調停・対話法（５８／２０２０／ＱＨ１４）（２０２１年１月１日施行，訳語は「ＪＩＣＡベトナム六
法」）１６条３項によれば，一定の例外を除いて，「訴状，申立書を受領した日から２営業日以内に，この法律（引用者
注：調停・対話法を指す。）第１９条第１項，第２項，第４項，第６項及び第７項に定めるいずれの場合にも該当しな
い場合，裁判所は，訴訟人，申立人に対し，この法律に定める調停・対話の選択及び調停員の選定の権利について知ら
せるため，書面により通知する。」とされ，調停に付するか否か，当事者にいわば選択権が付与されている。

36  ２０５条では，「裁判官」ではなく，「裁判所」とされている。
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２０８条）。和解期日では，裁判所主導による当事者間の和解実施手続を設定し，
そこでは，裁判官が，当該紛争において当事者が和解による合意に到達できるよう
に，仲介の役割をする（２１０条４項参照）。和解で解決できなければ，裁判所は
審理期日を定める。

⑥　標準的な民事事件は，公開で審理される（１５条２項）。
⑦　民事訴訟事件の第一審は，簡易手続の場合37を除き，人民参審員が参加すること

とされており（１１条１項），裁判官１名・人民参審員２名から構成される合議体
により審理が行われる（６３条）38。

⑧　第一審の判決・決定については，控訴することが可能である（１７条１項）。控
訴されない場合には，第一審の判決・決定が，控訴期間39満了時に法的効力を有す
る（１７条１項，２７３条）。控訴された場合における，控訴審の判決・決定は，
その言い渡しの日に法的効力を有する（１７条１項，３１３条６項，３１４条６
項）。

⑨　法的効力を有するこれらの判決・決定に基づいて，執行が可能となる（４８２条
１項）。

⑩　もっとも，法的執行力のある裁判所の判決・決定であっても，再審査される場合
がある。監督審と再審である。具体的には，（ｉ）事件の客観的事実関係と矛盾し
ている判決又は決定の結論が，当事者の合法的権利，利益に害を与える場合，（ⅱ）
事件手続の重大な違反により，当事者は自身の訴訟権利，義務を行使せず，合法的
権利，利益に至り，法令に基づき保護されていない場合，（ⅲ）不当な判決，決定
に至る法律適用において過誤があり，当事者の合法的な権利，利益に害を与え，公
共利益，国家利益，第三者の合法的権利，利益を侵害する場合には，監督審手続に
おいて再検討される（３２５条，３２６条）。

⒤事件の解決において当事者が知り得なかった事件の新しい事実関係が発見され
た場合，ⅱ鑑定人の結論及び通訳人の通訳に虚偽があり，又は証拠が偽造されたこ
とを証明する根拠がある場合，ⅲ裁判官，人民参審員又は検察官が事件記録を意図
的に転用し，又は故意に不法な結論を出した場合，ⅳ裁判所が事件の解決のために
根拠とした刑事，行政，民事，婚姻及び家族，営業，商事又は労働に関する裁判所
の決定又は国家機関の決定が既に破棄された場合には，再審手続において審理され
る（３５１条，３５２条）。

37  簡易手続の場合は，第一審，控訴審ともに，単独の裁判官が行う（民訴法６５条。２０１３年憲法１０３条１項参
照。）。

38  第一審でも，特別な事件の場合には，裁判官２名・人民参審員３名の合議体で審理が行われる（民訴法６３条）。人
民参審員は，民事訴訟事件の解決の決定の投票において，裁判官と同等の権限を有する（１１条）。民事訴訟事件の控
訴審は，裁判官３名による合議体で審理が行われる（６４条）。

39  第一審判決言渡しの日から１５日である（民訴法２７３条）。



20

５　民事判決執行制度の概要40 41 42

⑴　判決執行債権者（以下「債権者」という。）は，判決執行債務者（以下「債務者」
という。）からの任意の履行がされない場合には，民事判決執行法に規定された手続
に従い，日本と異なり，司法省が管轄する執行機関（民事判決執行局等）に対して強
制執行を申し立てることができる。

強制執行の手段には，日本と同様に，債務者の財産を差し押さえた上で競売するこ
となどがある。判決等の執行を促進するため，民間機関であるＢａｉｌｉｆｆが裁判
所の判決等の執行業務の一部を担っていることもある43。

民事判決執行の組織体制は次のとおりである（民事判決執行法１３条参照。）。
・中央レベル：民事判決執行総局は，司法省直属の民事判決執行管理機関
・省レベル：省，中央直轄市にある民事判決執行局（以下「民事判決執行局」とい

う。）は，民事判決執行総局に属する民事判決執行機関
・県レベル：県，区，市社，省所属市の民事判決執行支局は，民事判決執行局に属

する民事判決執行機関
また，控訴される可能性がある場合でも，下記の場合には，第一審の判決・決定

は，直ちに執行することができる（民事判決執行法２条２項，民訴法４８２条２項）
・扶養，給与の支払，労賃の支払，退職手当，失業手当，労働能力喪失手当，生

命，健康に関する損害，精神的損害の賠償，労働者の業務への復帰を認める判
決，決定

・緊急保全処分の適用決定
⑵　手続の概要は次のとおりである。執行手続を進めるにあたり，民事判決執行機関内

（執行機関，執行官等含む。）の主宰機関は執行段階において異なっている。また，
判決執行の一連の手続において，人民検察院は民事判決執行を検察する役割を担って
いる（民事判決執行法１２条２項。以下，断りがない限り，同法を指す。）
【ステップ１：事件の受領】

民事判決執行機関は，判決等の執行申立てを受領し，執行決定の後に執行官へ事
件配点をする。この段階の手続主体44は，民事判決執行局の事務局に加え，審査官
又は判決執行書記官45である。大まかな流れは以下のとおりである。

40  日本では「民事執行」と表現されるが，ベトナムでは「民事判決執行（thi hành án dân sự）」と表現される。「民事執
行」という表現をそのままベトナム語に翻訳すると，そのまま「民事（dân sự）」の「執行（thi hành）」と表現され，
「判決」にあたる「án」が欠けることになり意味が通じなくなる恐れがある。

41  西村あさひ法律事務所編「ベトナムのビジネス法務［第２版］」３３２頁が参考になる。
42  ２００８年及び２０１４年改正後の民事判決執行法（２６／２００８／ＱＨ１２，６４／２０１４／ＱＨ１３）の翻
訳については，「ＪＩＣＡベトナム六法」を参照のこと。さらに詳細については，同法の下位法規である２０１５年議
定６２／２０１５／ＮＤ－ＣＰ（「ＮＤ」は「NGHỊ ĐỊNH」の略であり「議定」又は「政令」と訳される。「ＣＰ」は
「CHÍNH PHỦ」の略であり「政府」を意味する。），及びこれを一部改正した２０２０年議定３３／２０２０／ＮＤ－
ＣＰを参照。本稿で記載した内容は，原則的な内容を概括したに留まるので，念のため。

43  判決の執行を促進するため，ホーチミン市など一部の地域においては Bailiff 制度が実験的に運用され，民間機関で
ある Bailiff が裁判所の判決等の執行業務の一部を担ってきたが，２０１６年１月１日からは，正式な制度として Bailiff
制度が全国的に導入された。２０１９年９月３日現在，ホーチミン市，ハノイ市，ハイフォン市等の地域において合計
８１の Bailiff 事務所が設立されている。西村あさひ法律事務所編「ベトナムのビジネス法務［第２版］」３３１頁。

44  手続主体については，ベトナム司法省作成パンフレット「民事判決執行総局」（TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ）
（２０１７年）を参考にし，記載の便宜上，省レベルの機関を念頭において表記した。

45  「事務局」「審査官」「判決執行書記官」のベトナム語はそれぞれ「Văn phòng」「Thẩm tra viên」「Thư ký thi hành án」
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①　執行力のある判決・決定
裁判所は，当事者に対し，「執行用」と記載した判決・決定を交付する（２７

条）。また，裁判所は権限を有する民事判決執行機関に対し，原則として，判
決・決定が法的効力を生じた日から３０日以内に，当該判決・決定を送付しなけ
ればならない（２８条１項）46。

②　判決執行申立及び判決執行決定
民事判決執行機関の長は，申立権のある者（判決執行債権者，判決執行債務者

（３０条１項））からの執行申立書（３１条２項）を受理してから，５営業日以
内に判決執行決定を出す（３６条１項）とともに，執行官を任命する（３６条２
項）。

なお，判決執行申立には時効があり，判決・決定の法的効力が生じた日から５
年間である（３０条１項）。また，判決執行決定には，判決の任意執行の期限が
明記される（３６条３項）。

判決執行決定は，同級の検察院に送付されるとともに（３８条），判決の強制
執行決定は，判決の強制執行当事者及び関連する権利義務を有する者に通知され
る（３９条）。

③　判決執行条件の確認
判決の任意執行期限は，判決執行債務者が判決執行決定を受領した日，又は判

決執行決定に基づいて適式な通知を受けた日から１０日である（４５条１項）。
判決の任意履行期限が満了した日から１０日以内に，判決執行債務者が任意に

履行しないとき，執行官が執行条件の確認を行う（４４条１項１文）。
前記任意執行期限が満了し，判決執行条件を備えているのに判決執行債務者が

任意に判決を執行しないときは，強制執行を行うことになる（４６条）。
【ステップ２：強制執行】

執行官は，強制執行の前に，強制執行計画を作成し，その中で適用すべき強制執
行の措置，日時・場所などの強制執行の具体的な内容を定める（７２条）。

強制執行の種類は７１条に列挙された６種類である。金銭執行に関するものは
７１条１項から４項であり，非金銭執行のうち，物の引渡請求に関するものは５
項，それ以外の作為・不作為を命じる判決・決定の履行を命じる判決・決定の履行
は６項に該当する。

この段階の手続主体は，判決執行業務・組織課及び執行官47等である。
【ステップ３：判決執行の終結（判決執行記録の審査・保管）】

判決執行の終結は，当事者が自己の権利の行使，義務の履行を終えたことを，民
事判決執行機関が確認した場合，判決執行停止決定があった（５０条）場合，判決

である。
46  判決執行の管轄については３５条が定める。
47  「判決執行業務・組織課」「執行官」と訳したベトナム語はそれぞれ「Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án」「Chấp 
hành viên」である。
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執行は当然に終了する（５２条）。
また，判決執行記録の審査・保管も行われ，不服申立て及び告訴告発監査解決

課48の他，審査官又は書記官がこれを行う。

６　日本の裁判制度との主な相違点等

⑴　審級制
人民裁判所は，これまで述べたとおり，最高人民裁判所，高級人民裁判所，省級人

民裁判所，県級人民裁判所の四級に別れているものの，原則として二審制をとってい
る。

⑵　監督審及び再審制度
以上に述べた四級二審制の原則に加え，ベトナムに特徴的な制度として，判決・決

定の違法等を再審査する監督審（越：giám đốc thẩm，英：cassation）49，及び新証拠が
発見された場合の再審（越：tái thẩm，英：reopening）50制度があることが挙げられる。
監督審・再審は，判決・決定が法的効力を有した後に，判決・決定を再検討（xem 

xét lại）するために行われる（民訴法１７条，刑訴法２７条，行訴法１１条）。
もともとフランス植民地時代に同国の破棄院に倣った制度・手続が導入され，その

後，ソ連をはじめとする社会主義国の影響等を受けて次第に変容して現在のような形
になったとされている。

例えば，民訴法の場合，監督審・再審を申し立てられるのは，高級人民裁判所の法
的効力を有する判決・決定に対しては，最高人民裁判所長官及び最高人民検察院長官
であり，省級・県級人民裁判所の法的効力を有する判決・決定に対しては，高級人民
裁判所長官及び高級人民検察院長官となっている（３３１条，３５４条）51。

当事者は，監督審については３３１条が定める者に文書で提議し，再審については
３５４条が定める者に文書で通知する権限を有するに過ぎない（３２７条１項，
３５３条１項）。つまり，当事者には監督審・再審の申立権限はない。また，原則と
して非公開の手続となっている52。これは，監督審・再審が各裁判所の審理の監督の
一環として置かれていることの現れと考えられている。

48  「不服申立て及び告訴告発監査・解決課」と訳したベトナム語は，「Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo」である。
49  民訴法３２５条，同３２６条，刑訴法３７０条，同３７１条，行訴法２５４条，同２５５条参照。
50  民訴訟３５１条，同３５２条，刑訴法３９７条，同３９８条，行訴法２８０条，同２８１条参照。
51  なお，刑訴法では，監督審を申し立てられるのは，高級人民裁判所の法的効力を有する判決・決定に対しては，最高
人民裁判所長官及び最高人民検察院長官等であり，省級・県級人民裁判所の法的効力を有する判決・決定に対しては，
高級人民裁判所長官及び高級人民検察院長官となっている（３７３条，３８２条参照）。これに対し，再審を申し立て
られるのは，最高人民検察院長官，高級人民検察院長官等に限られている（４００条）。このような違いは，最高人民
検察院によれば，沿革的に，事実関係に関して一次的な責任を負うのは最高人民検察院である，と考えられてきたこと
にあるようである。

52  監督審・再審は，判決・決定が法的効力を有した後に行われる手続であり，審級（一審・控訴審）とは異なる手続と
位置づけられている。このことを踏まえ，最高人民裁判所によれば，各訴訟法には裁判の公開原則の規定があるが（民
訴法１５条２項，刑訴法２５条第２段，行訴法１６条２項），監督審・再審では同規定は適用されず，公開非公開とい
う問題は生じない，とされている。但し，最高人民裁判所によれば，市民の関心を集めた刑事事件の監督審期日につい
て，透明性確保の観点から，弁護士や報道機関に公開されたケースがあるとのことである。

  なお，検察院は，訴訟機関が法律の手続を遵守しているかを監督する観点から，訴訟法上，監督審・再審期日におけ
る出席が必要的となっている。これに対し，当事者等は必要に応じて召喚されることになっている（民訴法３３８条，
同３５７条等，刑訴法３８３条，同４０３条等，行訴法２６７条，同２８６条等）
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⑶　人民参審員（Hội thẩm nhân dân）制度
人民参審員制度は，第一審において，原則として，裁判官と同等の立場で人民参審

員が人民の代表として裁判に参加する制度である（憲法第１０３条１項）。これは，
社会主義理念に基づき，民衆参加という視点から行われている。

人民参審員の任免については，各級の人民裁判所の長官が，各級（省，県など）の
ベトナム祖国戦線委員会の同意を得た上で，当該級の人民評議会に対し要請すること
になっている。任期は，人民参審員を選任した人民評議会の任期に従う（裁判所法
８４条乃至９１条）。

２０２１年に入り，最高人民裁判所内で人民参審員制度の見直しが開始されてい
る。

⑷　人民検察院の民事手続等への関与
人民検察院の任務は，公訴権の行使及び司法活動の検察である（憲法１０７条１

項，２０１４年人民検察院組織法２条53）。司法活動に関する検察として，監督審・
再審申立てを行うことのほか，刑事事件以外の民事，行政事件等に検察官が法廷に立
会い，意見を陳述することができる。また，当事者が控訴しない場合でも，異議を申
し立てることができる（民訴法５７条，５８条等，行訴法４２条，４３条等）。さら
に，民事及び行政判決執行の検察も行う（民事判決執行法１２条等，行訴法３１５
条，人民検察院組織法６条２項等）。

⑸　判例（Án lệ）制度
２０１３年憲法以前の憲法では，司法機関は憲法・法律・法令の解釈権を有してお

らず，これに関連して，法規範文書上，「判例」の概念はなかった。その後，
２００５年の共産党４９号政治局議決54で「判例の発展」が指針として定められたこ
と，その後，２０１３年憲法において最高人民裁判所は「法令の統一的な適用を保障
する」（１０４条３項，裁判所法２０条３項）と規定されたことを受け，２０１５年
１２月から「判例の選定，公布，適用の手続に関する最高人民裁判所裁判官評議会議
決」55により判例制度が施行され，ベトナム独自の「判例制度」が開始されている56 57。

その後，２０１９年に改訂された上記議決によれば，法的効力をする判決・決定の
中から標準性を有するなどの基準を満たすものを選定し，これらを最高人民裁判所長
官が「判例」として「公布」することとされている。また，民法等の実体法や各訴訟

53  ６３／２０１４／ＱＨ。翻訳については「ＪＩＣＡベトナム六法」を参照。
54  前掲注２９参照。
55  ２０１５年１０月２８日付０３／２０１５／ＮＱ－ＨＤＴＰ。なお，前記議決は２０１９年６月１８日付０４／
２０１９／ＮＱ－ＨＤＴＰにより改正されている。翻訳についてはいずれも「ＪＩＣＡベトナム六法」掲載の翻訳参
照。

56  ＪＩＣＡプロジェクトでは，ベトナム現地でのセミナー（短期専門家の派遣），本邦研修を通じて判例制度導入に係
る各種支援を実施してきている。「法整備支援プロジェクトフェーズ３」（２００３年７月～２００７年３月）では，
「ベトナムにおける判例の発展に関する越日共同研究」を行い報告書として製本（２００７年）された。判決について
も「判決書作成マニュアル」として製本されている（２００９年）。判決書マニュアルの和訳は，以下よりダウンロー
ド可。https://www.jica.go.jp/activities/issues/governance/portal/vietnam/index.html

57  判例制度導入当時の経緯については，酒井直樹・鎌田咲子「ベトナム判例制度の実情及び展望」（ＩＣＤＮＥＷＳ第
７３号（２０１７．１２））２９頁参照
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法では判例を法源として定めており58，法律等に次いで裁判官を拘束することになっ
ている。

２０２１年１１月末時点で，４３件の判決・決定が判例として選定されている59。
なお，憲法・法律・法令の解釈（giải thích）権は，国会の委任により国会常務委員

会に属する60 61（憲法７４条２項，国会組織法４９条62）。実際の裁判の場面では，事
実上一定の法解釈を行って事件を解決しているとされている。

⑹　争訟原則（Nguyên tắc tranh tụng）
憲法上，「審理中は争訟原則が保障される」と規定されている（１０３条５項）。そ

の定義は明らかではないが，いわゆる職権主義的訴訟構造の中に，当事者に主張や証
拠の提出を尽くさせる当事者主義的要素を加え，当事者の裁判を受ける権利を実質化
させる考え方と推測される。

この争訟原則は突然規定されたのではなく，ベトナムにおける司法分野での政治的
指導文書である２００２年１月２日の８号政治局議決63，これに続く司法改革を規定
する２００５年４９号政治局議決64にも争訟の質の向上という文脈でこのことは規定
されていた。また，２０１３年憲法以降，裁判所法１３条，民訴法２４条，行訴法
１８条，刑訴法２６条65にも規定され，訴訟手続における基本原則の一つとなってい
る。

58  ２０１５年民法６条２項，民訴法４５条３項，行訴法１９１条３項等。但し，刑法，刑訴法には「判例」を言及する
条文はない。もっとも刑事判例は存在し，判例を適用した裁判例もある。

59  最高人民裁判所によれば，４３判例の内訳は，労働１件，行政２件，刑事７件，経営・商事９件，民事２４件となっ
ている。

60  参考までに，ハノイ国家大学法学部（当時）の Đặng Phương Hải 氏による２０１９年７月２４日付ホーチミン国家政
治学院ＨＰ「政治理論（LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ）」上の投稿記事「国会常務委員会の憲法・法律・法令解釈機能（Chức 
năng giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội）」によれば，憲法が国会から国会常務委員会に解
釈権限を委ねているのは，立法機関である国会が常時開催されないことに起因しており，国会開催を待っていては解釈
の要請に機動的に対応できないこと，また，そもそも解釈行為は国家権力機関（注：国会と思われる）の立法行為
（hoạt động lập pháp của cơ quan quyền lực nhà nước）であることから，国会から解釈権限を国会常務委員会に委ねる形が
採られているとされている。

  また，これまで（注：記事掲載時である２０１９年７月２４日までに）に解釈議決は５回発行されており，これらは
①商法に関する解釈議決，②国家監査法に関する解釈議決，③土地所有権に係る紛争及び国家管理住居に対する私的所
有賠償請求の上限の関連決議（注：訳語原文直訳）（３回）からなっているとされている。Hải 氏によれば，①②は該
当条文の解釈がなされたものであったが，③乃至⑤については追加立法的な内容になっているとされ，憲法が定める解
釈権限規定の機能と合致していないとされている。

  さらに，実態として国会常務委員会は法運用機関と異なり，法運用機関が直面するような解釈上の問題に直面せず，
それゆえ解釈することは稀である，同委員会は自ら解釈議決を提案することは可能であるものの，主に解釈提案機関
（国会組織法４９条）の提案に基づいて議決を発行しており受動的である，としている。Hải 氏は，その他に立法行為
と解釈行為を担う機関の分離などの論を展開しているが，ここでは紙幅の都合から省略させていただく。

  以上は，前記ＨＰ記事に基づいているが，筆者（枝川）が適宜要約した内容であるため，その点留意願いたい。必要
に応じて適宜原文を参照のこと。

  http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/2885-chuc-nang-giai-thich-hien-phap-luat-phap-lenh-cua-uy-ban-thuong-
vu-quoc-hoi.html

61  国会常務委員会による憲法・法律・法令の解釈議決発行手続は，２０１５年法規範文書発行法１５８条以下参照。
  前掲注５３では同記事掲載時点である２０１９年７月までに５つの解釈議決が発行されたことが指摘されている。民
間検索サイトで確認できた（２０２１年１２月９日時点）限りであるが，その後，６つ目にあたる計画法に関する解釈
議決（７５１／２０１９／ＵＢＴＶＱＨ１４）が２０１９年８月に，７つ目にあたる刑法２８９条１項の解釈議決
（０８／２０２１／ＮＱ－ＵＢＴＶＱＨ１５）が２０２１年１１月に発行されている。

62  ５７／２０１４／ＱＨ１３。翻訳については「ＪＩＣＡベトナム六法」を参照のこと。
63  ２００２年１月２日付「今後の司法活動における重要任務に関する政治局議決」（０８－ＮＱ／ＴＷ）
64  前掲注２９参照。
65  長橋正憲「ベトナムにおける法曹三者の共同活動」（ＩＣＤＮＥＷＳ第８６号（２０２１．３）１６頁参照。
  「２０２０年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト」（２０１５年４月～２０２０年１２月）における上記法曹
三者の共同活動の成果物として「Báo cáo nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm（刑事
第一審における争訟の質の向上のための研究報告）」が作成されている。
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⑺　緊急保全処分（Biện pháp khẩn cấp tạm thời）
日本でいう民事保全手続に相当するものとして，緊急保全処分が存在する（民訴法

１１１条以下参照）。なお，いわゆる本案係属が要件となっており，本案訴訟提起前
の緊急保全処分は認められていない。

⑻　民事判決執行制度
民事判決執行はもともと人民裁判所の一部署が所管していたが，１９９３年に人民

裁判所から政府機関（司法省直属の民事執行機関）に移管されている66。民事判決執
行法が国会で採択されたのは２００８年であり，それまでは２００４年民事判決執行
令により運用されていた。

なお，前記のとおり現在では，民間機関であるＢａｉｌｉｆｆが裁判所の判決等の
執行業務の一部を担っている。

⑼　公開制度
最後に，参考までに，審理の公開と判決・決定の公開について触れておく。
審理の公開については，憲法上，保障されており（１０３条３項），民訴法では

１５条２項，行訴法では１６条２項，刑訴法では２５条第２段に，それぞれ規定され
ている67。

また，判決・決定の公開について，ベトナム最高人民裁判所は，２０１７年７月１
日より68，原則として，法的効力を有する判決・決定を電子ポータル上にて公開して
いる69。

66  ベトナム司法省作成パンフレット「民事判決執行総局（TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ）」（２０１７年）による。
67  なお，監督審・再審には適用されない。前掲注５２参照。
68  ２０１７年３月１６日付「裁判所電子通信ポータルでの判決・決定公開に関する最高人民裁判所裁判官評議会議決」
（０３／２０１７／ＮＱ－ＨＤＴＰ）参照。

69  http://congbobanan.toaan.gov.vn/ よりアクセス可（ベトナム語）
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管轄のある裁
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訴状等の返却 仮払訴訟費用

の納付通知 

訴状等の修正，補充
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仮払訴訟費用領収書の提出

日以降，訴状等の受理 
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証拠の提出，入手，開示の検査期日及び和解期日 

民事事件解決の
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